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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球が転動流下する遊技領域を備えた遊技盤と、
　前記遊技盤の背面側に配置され、所定の画像を表示する表示装置と、
　前記遊技盤および前記表示装置が取り付けられる本体と、
　前記本体に設けられ、前記表示装置の前面上部を覆うとともに前記表示装置の前面側で
前記遊技盤を前記本体へ係止する係止部と、
　前記本体に設けられ、前記表示装置の下端が載置されて当該表示装置の下端を支持する
支持部と、
　を有し、
　前記表示装置は、前記本体に対して前方向から取り付けられ、下端が前記支持部に載置
された状態で前面上部が前記係止部により前方向への動きが規制されることにより前記本
体へ仮固定される、
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記本体の前面には、前記表示装置を収容して取り付けるための凹部が形成され、
　前記凹部の上部には、前方に突出して前記表示装置の上方向への移動を規制する上方向
移動規制段部が設けられ、
　前記係止部は、前記表示装置を仮固定したときに前記係止部により当該表示装置の前面
上部が覆われる長さだけ前記上方向移動規制段部の下面よりも下方に突出して設けられて
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いる、
　ことを特徴とする請求項１記載の遊技機。
【請求項３】
　前記凹部には複数の孔が形成されている、
　ことを特徴とする請求項２に記載の遊技機。
【請求項４】
　前記表示装置にはネジ穴が、前記本体には当該ネジ穴に対応した取付ボスが、それぞれ
設けられ、
　前記表示装置が前記本体に仮固定された位置において、前記表示装置に設けられたネジ
穴と前記本体に設けられた取付ボスとが一致する、
　ことを特徴とする請求項１、２または３記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機に関し、特に表示装置および遊技盤の本体への取付構造に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機、特にパチンコ遊技機においては、パチンコ遊技の興趣を高め、遊技者を飽きさ
せないように各種の役物や表示装置などに工夫を凝らした遊技盤が使用されている。
【０００３】
　また、パチンコ遊技機では、遊技球が転動流下する遊技領域を備えた遊技盤が備えられ
ている。この遊技盤の背面側には、特別図柄など遊技に関する視覚的な情報を表示する表
示装置が配置されており、遊技盤に形成された表示窓を通して、あるいは透明な遊技盤を
通して、視認可能になっている。
【０００４】
　ここで、例えば特開２００４－２４９１３９号公報では、本体に設けられた遊技盤取り
付け枠に対して、遊技盤を遊技盤固定部材を用いて取り付ける技術が開示さている。具体
的には、遊技盤固定部材は、遊技盤を固定した状態から固定を解除した状態まで動く際に
、遊技盤固定部材の外枠内に位置する部分が動く領域よりも遊技盤固定部材の外方側に遊
技盤固定部材付近の外枠内面が位置することとなるように設けられている。
【特許文献１】特開２００４－２４９１３９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記従来の遊技機では、遊技盤固定部材は遊技盤を固定するためだけに
限定的に用いられるので、汎用性に乏しく、部品点数の増加を招いていた。
【０００６】
　そこで、本発明は、遊技盤固定部材の汎用性を図ることのできる遊技機を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するため、請求項１に記載の本発明の遊技機は、遊技球が転動流下する
遊技領域を備えた遊技盤と、前記遊技盤の背面側に配置され、所定の画像を表示する表示
装置と、前記遊技盤および前記表示装置が取り付けられる本体と、前記本体に設けられ、
前記表示装置の前面上部を覆うとともに前記表示装置の前面側で前記遊技盤を前記本体へ
係止する係止部と、前記本体に設けられ、前記表示装置の下端が載置されて当該表示装置
の下端を支持する支持部とを有し、前記表示装置は、前記本体に対して前方向から取り付
けられ、下端が前記支持部に載置された状態で前面上部が前記係止部により前方向への動
きが規制されることにより前記本体へ仮固定される、ことを特徴とする。
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【０００８】
　このように、本体に備えられた係止部と支持部とによって遊技盤の係止（すなわち固定
）と表示装置の仮固定とが行われるので、遊技盤固定部材としての係止部の機能が表示装
置の仮固定にまで広がり、汎用性の向上を図ることが可能になる。
　表示装置は本体に対して前方向から取り付けられるので、着脱作業の際に、電子部品の
搭載された基板等が障害とならず、容易に着脱作業を行うことができる。
　表示装置の一部を係止部で覆うようにするだけで表示装置の取り付け方向である前方向
への動きが規制されるので、表示装置の仮固定を容易に行うことが可能になる。
　係止部によって表示装置の前面上部が覆われるようになっているので、表示装置が前方
向（手前側）に倒れにくくなり、表示装置の本体に対する仮固定を安定させることが可能
になる。
　表示装置の前面上部を係止部に係止させるとともに、表示装置の下端を支持部に載置さ
せることで、当該表示装置の本体に対する仮固定が行われるようになっているので、係止
部による表示装置の上端の係止および下端の載置のみで、表示装置の本体に対する仮固定
を行うことができ、表示装置を本体に仮固定するための作業スペースを抑制することがで
きるとともに、表示装置を本体に仮固定するための部材等の設置スペースを抑制すること
が可能になる。
【０００９】
　請求項２に記載の本発明は、請求項１に記載の発明の構成に加えて、前記本体の前面に
は、前記表示装置を収容して取り付けるための凹部が形成され、前記凹部の上部には、前
方に突出して前記表示装置の上方向への移動を規制する上方向移動規制段部が設けられ、
前記係止部は、前記表示装置を仮固定したときに前記係止部により当該表示装置の前面上
部が覆われる長さだけ前記上方向移動規制段部の下面よりも下方に突出して設けられてい
る、ことを特徴とする。
【００１０】
　表示装置は上方向移動規制段部によって上方向の移動が規制されるので、表示装置を安
定した固定状態に維持できるとともに、上方向移動規制段部により本体の剛性を更に大き
くすることができる。
【００１２】
　請求項３に記載の本発明は、請求項２に記載の発明の構成に加えて、前記凹部には複数
の孔が形成されている、ことを特徴とする。
【００１３】
　これにより、本体の内側に滞留する熱を複数の孔から放熱させることができるので、放
熱効果を向上させることが可能になる。
【００１４】
　請求項４に記載の本発明は、請求項請求項１、２または３記載の発明の構成に加えて、
前記表示装置にはネジ穴が、前記本体には当該ネジ穴に対応した取付ボスが、それぞれ設
けられ、前記表示装置が前記本体に仮固定された位置において、前記表示装置に設けられ
たネジ穴と前記本体に設けられた取付ボスとが一致する、ことを特徴とする。
【００１５】
　これにより、表示装置は位置決めされた状態で仮固定されるので、次の作業を容易に行
うことができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば以下の効果を奏することができる。
【００１９】
　すなわち、本発明によれば、本体に備えられた係止部によって遊技盤の係止（すなわち
固定）と表示装置の仮固定とが行われるので、遊技盤固定部材としての係止部の機能が表
示装置の仮固定にまで広がり、汎用性の向上を図ることが可能になる。
【００２０】
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　これにより、表示装置を仮固定するための部品が不要になって部品点数の削減を図るこ
とができ、遊技機の組立工数の削減およびコストダウンを図ることが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明を実施するための最良の形態を、図面を参照しつつさらに具体的に説明す
る。ここで、添付図面において同一の部材には同一の符号を付しており、また、重複した
説明は省略されている。なお、ここでの説明は本発明が実施される最良の形態であること
から、本発明は当該形態に限定されるものではない。
【００２２】
　（実施の形態１）
【００２３】
　図１は本発明の一実施の形態である遊技機を示す斜視図、図２は図１に示した遊技機の
正面図、図３は本実施の形態１に係る遊技盤を示す正面図、図４は図３に示した遊技盤を
示す斜視図、図５は本実施の形態１に係る取付係合部、上下方向規制部および左右方向規
制部を説明する図、図６は本実施の形態１に係る取付係合部の取付状態を説明する図、図
７は本実施の形態１に係る取付係合部、上下方向規制部、左右方向規制部および段部を説
明する図、図８は本実施の形態１に係る取付部を示す斜視図、図９は図８に示した取付部
を遊技盤に取り付けた状態を示す斜視図、図１０は図９に示した取付部を示す上面図、図
１１は図９に示した取付部を示す側面図、図１２は図９に示した取付部を示す側面図、図
１３は本実施の形態１に係る取付係合部を示す斜視図、図１４は本実施の形態１に係る取
付係合部の他の例を示す斜視図、図１５は図１３に示した取付係合部の正面を示す正面図
、図１６は図１３に示した取付係合部の右側面を示す側面図、図１７は図１３に示した取
付係合部の背面を示す背面図、図１８は図１３に示した取付係合部の上面を示す上面図、
図１９は図１３に示した取付係合部の下面を示す下面図、図２０は本実施の形態１に係る
取付係合部の移動許容状態および移動規制状態を説明する図、図２１は本実施の形態１に
係る移動許容状態での取付係合部および遊技盤の取付構造を説明する図、図２２は本実施
の形態１に係る移動許容状態での取付係合部および遊技盤の取付構造を説明する図、図２
３は本実施の形態１に係る移動規制状態での取付係合部および遊技盤の取付構造を説明す
る図である。
【００２４】
　図１および図２に示すように、パチンコ遊技機（遊技機）１は、遊技盤１０（図３およ
び図４参照）が装着される本体部２と、本体部２内で遊技盤１０の背後に設けられる表示
装置としての液晶表示装置（ＬＣＤ）２０（図５参照）と、この本体部２に取り付けられ
るガラス扉３、上皿部４、下皿部５、カバー６およびハンドル７とを備えている。
【００２５】
　ガラス扉３および上皿部４は一体化して形成されており、この一体化された開閉扉（開
閉体）は、その一端が本体部２に回動可能に軸支され、他端が本体部２に係合するように
なっている。ガラス扉３は、可動可能に設けられた遊技盤１０を視認可能に被うものであ
る。
【００２６】
　上皿部４はガラス扉３の下側に位置し、払い出された遊技球および遊技領域に打ち込ま
れる遊技球が貯留される上皿４ａを有している。上皿部４の所定の位置に、遊技終了時な
どにおいて上皿４ａに貯留された遊技球を後述する下皿５ａに移動させて取り出す場合に
操作されるシャッタレバー８が設けられている。
【００２７】
　上皿部４の下側に位置する下皿部５は、本体部２に固定されており、払い出しにより上
皿４ａからオーバーフローした遊技球が貯留される下皿５ａを有している。
【００２８】
　下皿部５の右側に設けられたハンドル７は、外レール１１ａおよび内レール１１ｂ（図
３および図４参照）を介して遊技盤１０の遊技領域へ遊技球を打ち込む際に回動操作され
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るものであり、遊技球の発射を停止させるストップボタン（図示せず）が設けられている
。
【００２９】
　ガラス扉３の上側に位置するカバー６は本体部２に固定されており、カバー６の左右の
部位６ａ，６ｂは、本体部２に設けられる左右のスピーカ（図示せず）にそれぞれ対応し
て、スピーカからの音声が聞こえるような構造になっている。
【００３０】
　液晶表示装置（ＬＣＤ）２０は、演出画像（例えば、遊技状態に対応したアニメーショ
ンやその他の報知情報など。）等を表示可能な表示領域を備えている。
【００３１】
　遊技盤１０は、図３および図４に示すように、外レール１１ａおよび内レール１１ｂに
包囲され、遊技球の流下が可能な遊技領域１０ａを有している。そして、その遊技領域１
０ａには、多数の遊技くぎや風車などの障害物（図示せず）、一般入賞口１２、通過ゲー
ト１３、可変入賞装置である大入賞口１５、アウト口１６、始動入賞口１４，１７を有す
る電動役物構成部材１８からなる遊技部材が配置されている。
【００３２】
　遊技盤１０が透明である本実施の形態では、液晶表示装置２０の表示領域が遊技盤１０
を通して視認可能に配置されている。また、液晶表示装置２０にかえて、例えばプラズマ
ディスプレイ等の表示手段を用いることもできる。
【００３３】
　ここで、図３および図４に示すように四角形の遊技盤１０には、その４ヶ所の隅部に、
本体部２に設けられた４ヶ所の取付係合部と係合する取付部１１０，１２０、１３０，１
４０が設けられている。
【００３４】
　取付部１１０および取付部１２０には、遊技盤１０の左側方（遊技盤１０を表面から見
て左側）に突出したピン部１１１およびピン部１２１が、一方、取付部１３０および取付
部１４０には、遊技盤１０の右側方（遊技盤１０を表面から見て右側）に突出したピン部
１３１およびピン部１４１が、それぞれ設けられている。これらの取付部の詳細について
は後述する。
【００３５】
　図５に示すように、本体部２には、遊技盤１０を固定するための予め決められた４ヶ所
の部位に、遊技盤１０の取付部１１０，１２０、１３０，１４０のそれぞれと係合する取
付係合部２１０，２２０，２３０，２４０が設けられている。なお、図５は、上記一体化
された開閉扉（ガラス扉３および上皿部４）を開放（全開放）し、本体部２に対し液晶表
示装置２０を取り付けるとともに遊技盤１０を取り外した状態を示している。
【００３６】
　取付係合部２１０は、図６および図１３に示すように、ベース部３００および可動規制
部４００を有している。ベース部３００は、詳細については後述するが、本体部２の前方
向から取付部１１０のピン部１１１を受け入れて、該ピン部１１１を所定の位置において
前方向への動き（つまり遊技盤１０の前方向への動き）を規制する機能を有している。可
動規制部は、遊技盤１０の上方向および前方向の動きを規制する機能を有している。
【００３７】
　取付係合部２２０は、図７および図１４に示すように、本体部２の前方向から取付部１
２０のピン部１２１を受け入れて、該ピン部１２１を所定の位置において前方向への動き
（つまり遊技盤１０の前方向への動き）を規制する機能を果たすベース部３００を有して
いる。この取付係合部２２０は、取付係合部２１０のベース部３００と同一である。
【００３８】
　取付係合部２３０は、取付係合部２１０の構成（構造）と同様に、ベース部および可動
規制部を有している。ベース部は、本体部２の前方向から取付部１３０のピン部１３１を
受け入れて、該ピン部１３１を所定の位置において前方向への動き（つまり遊技盤１０の
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前方向への動き）を規制する機能を有している。可動規制部は、遊技盤１０の上方向およ
び前方向の動きを規制する機能を有している。
【００３９】
　取付係合部２４０は、取付係合部２２０の構成（構造）と同様に、本体部２の前方向か
ら取付部１４０のピン部１４１を受け入れて、該ピン部１４１を所定の位置において前方
向への動き（つまり遊技盤１０の前方向への動き）を規制する機能を果たすベース部を有
している。
【００４０】
　なお、遊技盤１０の下側に設けられる取付部１２０，１４０と係合する取付係合部２２
０，２４０には、取付係合部２１０，２３０に設けられている可動規制部は設けられてい
ない。
【００４１】
　再度、図５を参照して説明する。本体部２は、取付係合部２１０および取付係合部２３
０は、それぞれ遊技盤１０の上方向の動きを規制する上方向規制部（これについては後述
する）を有している。
【００４２】
　本体部２には、取付係合部２２０の固定位置と取付係合部２４０の固定位置との間であ
って、当該２つの固定位置間を結ぶ線分よりも下方の所定の位置に、遊技盤１０の下方向
の動きを規制する下方向規制部５１３，５１４と、がそれぞれ設けられている。
【００４３】
　この実施の形態では、取付係合部２１０および取付係合部２３０の各上方向規制部と、
下方向規制部５１３，５１４とで、遊技盤１０の上下方向の動きを規制する上下方向規制
部の機能を果たすようになっている。
【００４４】
　また、本体部２には、取付係合部２１０の固定位置と取付係合部２２０の固定位置との
間の所定位置に、遊技盤１０の左右方向の動きを規制する左右方向規制部５１５と、取付
係合部２３０の固定位置と取付係合部２４０の固定位置との間の所定位置に、遊技盤１０
の左右方向の動きを規制する左右方向規制部５１６と、がそれぞれ設けられている。
【００４５】
　下方向規制部５１３は、図７に示すように、コ字型の形状を有しており、このコ字型形
状の平坦な部位の両側から突出している部位（凸部）５１３ａの先端面が、遊技盤１０の
下端面と接するようになっている。しかも、下方向規制部５１３は、当該遊技盤１０の下
方向の動きを規制すべく本体部２の所定の位置に固着されている。下方向規制部５１４も
、下方向規制部５１３と同様の構造および本体部２の所定の位置に固着されている。
【００４６】
　左右方向規制部５１５は、図７に示すように、遊技盤１０の左側端面（遊技盤１０を表
面から見て左）と接する部位、遊技盤１０の裏面と接する部位とが形成された切り欠き部
５１５ａを有している。左右方向規制部５１６は、図示していないが、遊技盤１０の右側
端面（遊技盤１０を表面から見て右）と接する部位、遊技盤１０の裏面と接する部位とが
形成された切り欠き部を有している。
【００４７】
　ところで、上述した上下方向規制部（取付係合部２１０，２３０および下方向規制部５
１３，５１４）、および左右方向規制部５１５，５１６は、遊技盤１０に取り付けられた
各取付部１１０～１４０のピン部１１１，１２１，１３１，１４１が、各取付係合部２１
０，２２０，２３０，２４０の後述する前方向規制部により前方向への動きを規制された
状態において、遊技盤１０の上下方向あるいは左右方向の動きを規制するようになってい
る。
【００４８】
　なお、液晶表示装置２０は、図５～図７に示すように、その上側は取付係合部２１０，
２３０によって支持され、一方、その下側は本体部２に形成された下端支持段部（の上面
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５１７ａ），５１８によって支持されている。
【００４９】
　次に、上述した遊技盤１０に取り付けられる取付部１１０，１２０，１３０，１４０の
構成（構造）について、図８～図１２を参照して説明する。
【００５０】
　取付部１１０は、図８に示すように、遊技盤１０の一方の面（例えば表面）に取り付け
られる第１のブラケットと、遊技盤１０の他方の面（例えば裏面）に取り付けられる第２
のブラケットとが一体に形成されたブラケット１１００と、一端部がネジ部１１２ａ，１
１３ａを有するとともに他端部はブラケット１１００に圧接する圧接部１１２ｂ、１１３
ｂを有する軸部１１２、１１３と、を備えている。
【００５１】
　この一体化されたブラケット１１００は、図８および図９に示すように、遊技盤１０の
表面１０１に接する部位１１０ａ、裏面１０２に接する部位１１０ｂ、上端面１０５に接
する部位１１０ｃ、および側端面１０６に接する部位１１０ｄが形成されている。
【００５２】
　このようなブラケット１１００においては、その部位１１０ａに、軸部１１２，１１３
が挿通される挿通孔１１４ａ，１１５ａが形成されているとともに、その部位１１０ｂに
、軸部１１２，１１３が挿通される挿通孔１１４ｂ，１１５ｂが形成されている。
【００５３】
　また、部位１１０ｂにおける挿通孔１１４ｂ，１１５ｂに対応する部位には、図８およ
び図１０に示すように、軸部１１２，１１３のネジ部１１２ａ，１１３ａに螺合する螺合
部１１６ａ，１１６ｂが形成されている。
【００５４】
　さらに、部位１１０ｃには、図９および図１０に示すように、取付係合部（例えば取付
係合部２１０）の可動規制部（例えば可動規制部４００）と係合する係合部１１７と、前
記可動規制部と圧接する圧接部１１８とが形成されている。ここでは、圧接部１１８の一
部は係合部１１７を兼ねていることになる。
【００５５】
　ところで、遊技盤１０には、取付部１１０に対応して、図８に示すように、左上隅の所
定の位置に、所定の距離離間して２つの貫通孔１０３ａ，１０３ｂが形成されているとと
もに、取付部１１０特にブラケット１１００の部位１１０ｂを収容し、位置ズレを防止す
るブラケット収容凹部１０４が形成されている。ブラケット収容凹部１０４は、ブラケッ
ト１１００の部位１１０ｂの少なくとも一部の部位と嵌合するような凹部の形状を有して
いる。
【００５６】
　上述した構成の取付部１１０を、その開口部を介して遊技盤１０の左上の隅の部位に装
着し、その後、軸部１１２，１１３を、挿通孔１１４ａ，１１５ａ、遊技盤１０の貫通孔
１０３ａ、１０３ｂおよび挿通孔１１４ｂ，１１５ｂを介して螺合部１１６ａ，１１６ｂ
に螺合する。これにより、取付部１１０は、図９、図１１および図１２に示すように遊技
盤１０に固定される。
【００５７】
　なお、図１１は、遊技盤１０の表面１０１側から見た取付部を示す側面図を示しており
、図１２は、遊技盤１０の裏面１０２側から見た取付部を示す側面図を示している。
【００５８】
　このような取付部１１０においては、第１のブラケットおよび第２のブラケットが一体
に形成されたブラケット１１００を遊技盤１０に装着し、上述したようにして軸部１１２
，１１３のネジ部１１２ａ，１１３ａを螺合部（ナット）１１６ａ，１１６ｂに螺合する
だけで、取付部１１０の遊技盤１０への取り付け作業を容易に実施することが可能になる
。
【００５９】
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　取付部１２０，１３０，１４０は、取付部１１０の構成（構造）とは、基本的には同様
であるものの、次の点で相違する。
【００６０】
　取付部１２０は、遊技盤１０の左側方（遊技盤１０を表面から見て左側）に突出したピ
ン部１２１を有し、遊技盤１０の表面、裏面、下端面および側端面の４つの面と接する一
体化されたブラケットを有している。
【００６１】
　取付部１３０は、遊技盤１０の右側方（遊技盤１０を表面から見て右側）に突出したピ
ン部１３１を有し、遊技盤１０の表面、裏面、上端面および側端面の４つの面と接する一
体化されたブラケットを有している。
【００６２】
　取付部１４０には、遊技盤１０の右側方（遊技盤１０を表面から見て右側）に突出した
ピン部１４１を有し、遊技盤１０の表面、裏面、下端面および側端面の４つの面と接する
一体化されたブラケットを有している。
【００６３】
　そして、取付部１２０，１３０，１４０は、取付部１１０の場合と同様に、遊技盤１０
の表面側から軸部１１２，１１３に対応する２つの軸部のネジ部を螺合部（ナット）に螺
合して、遊技盤１０に取り付けるようになっている。
【００６４】
　次に、取付係合部２１０の構成（構造）について、図１３～図１９を参照して詳細に説
明する。
【００６５】
　取付係合部２１０は、上述したようにベース部３００および可動規制部４００を備えて
いる。
【００６６】
　ベース部３００は、図１３および図１４に示すように、本体部２の前方向から取付部１
１０のピン部１１１を受け入れ、該ピン部１１１を下方向の支持位置（凹部）３１１へ案
内する案内溝３１０と、支持位置（凹部）３１１においてピン部１１１の前方向への動き
を規制する前方向規制部３２０と、可動規制部４００を摺動可能に支持する軸部３３０と
を有している。
【００６７】
　また、図１４に示すように、ベース部３００の部位３４０には、ネジなどの固定部材に
よってベース部３００を本体部２に固定するための孔３４０ａ，３４０ｂが形成されてい
る。
【００６８】
　ここで、図１３の取付係合部２１０の正面図を図１５に示し、当該取付係合部２１０の
右側面図を図１６に示し、当該取付係合部２１０の背面図を図１７に示し、当該取付係合
部２１０の上面図を図１８に示し、当該取付係合部２１０の下面図を図１９に示す。
【００６９】
　可動規制部４００は、上述した上方向規制部の機能を果たすものである。この上方向規
制部つまり可動規制部４００は、図１３および図２０に示すように、遊技盤１０の動きを
許容する移動許容位置Ｐ１と、遊技盤１０の上方向の動きを規制する移動規制位置Ｐ２と
の間で移動可能になっている。
【００７０】
　この可動規制部４００は、図１３に示すように取付係合部２１０（のベース部３００の
軸部３３０）に揺動可能に取り付けられ、また移動規制位置Ｐ２において、図２３に示す
ように遊技盤１０のブラケット１１００に形成されている圧接部１１８（図９参照）に接
するようになっている。
【００７１】
　また、可動規制部４００は、図１３、図１５および図２３に示すように、移動規制位置
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Ｐ２において遊技盤１０の前面つまり表面１０１（図９参照）と接する部位（側面）４２
０ａを有するストッパ部４２０を備えている。
【００７２】
　このストッパ部４２０は、図２３に示すように、実際には遊技盤１０そのものではなく
、遊技盤１０に取り付けられている取付部、例えば取付部１１０のブラケット１１００（
の部位１１０ａ）に接するようになっている。そのため、遊技盤１０に傷等を生じさせる
ことなく、遊技盤１０の前方向への動きを規制することが可能となる。
【００７３】
　可動規制部４００は、図２０に示すように、軸部３３０に揺動可能に支持されている支
持部４１０が、移動許容位置Ｐ１と移動規制位置Ｐ２との間で移動されるようになってい
る。
【００７４】
　この実施の形態では、支持部４１０の側面４１０ａが、移動許容位置Ｐ１に位置したと
きは、例えば取付係合部２１０は移動許容状態であると定義し、一方、移動規制位置Ｐ２
に位置するときは、例えば取付係合部２１０は移動規制状態であると定義する。
【００７５】
　ちなみに、図２０および図２１において、実線で示す可動規制部４００の状態では例え
ば取付係合部２１０は移動許容状態になっており、一方、点線で示す可動規制部４００で
は例えば取付係合部２１０は移動規制状態になっている。
【００７６】
　なお、図２１は、図２０において移動許容状態の取付係合部を正面から見た状態、つま
り遊技盤１０のピン部１１１を案内溝３２０に案内（挿入）する方向から見た状態を示し
ている。
【００７７】
　移動許容状態の場合、すなわち支持部４１０の側面４１０ａが移動許容位置Ｐ１に位置
する場合は、遊技盤１０の動きが許容され、取付係合部２１０に取り付けられた遊技盤１
０を取り外したり、遊技盤１０を取付係合部２１０に取り付けることができる。
【００７８】
　これに対し移動規制状態の場合、すなわち支持部４１０の側面４１０ａが移動規制位置
Ｐ２に位置する場合は、遊技盤１０は取付係合部２１０に固定され、上下方向規制部（取
付係合部２１０，２３０の可動規制部４００および下方向規制部５１３，５１４）によっ
て、上下方向の動きが規制されることになる。
【００７９】
　ところで、支持部４１０の側面４１０ａが移動許容位置Ｐ１に位置していたとしても、
図１３および図２１に示すように、支持部４１０に切り欠き部４２１が形成されているの
で、取付部１１０のピン部１１１を案内溝３１０に挿入することが可能であり、遊技盤１
０の本体部２に対する取り付や取り外しの際には、何ら支障はない。
【００８０】
　可動規制部４００においては、図１３および図２０に示すように、操作者が可動規制部
４００を摺動させる摺動操作のときにその操作がし易いように、支持部４１０に凹部４３
１，４３２が設けられているとともに、ストッパ部４２０に凹部４３３および凸部４３４
が設けられている。
【００８１】
　支持部４１０は、図１３、図１６および図２３に示すように、遊技盤１０に設けられた
取付部１１０の圧接部１１８（図９および図１０参照）に圧接する圧接部４５０と、この
圧接部４５０の一部の領域に設けられ、取付部１１０の係合部１１７（図１０参照）と係
合する突起部（凸部）４６０とを有している。
【００８２】
　上述した取付係合部２１０以外の取付係合部の構造について説明すると、取付係合部２
３０は取付係合部２１０と同様の機能を果たす構造になっている。また、取付係合部２２
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０は取付係合部２１０のベース部３００と同様の構造になっている。さらに、取付係合部
２４０は取付係合部２１０のベース部３００と同様の機能を果たす構造になっている。
【００８３】
　以上説明した構成において、遊技盤１０を本体部２に取り付ける場合の操作およびその
取付構造について、図２０～図２３を参照して説明する。
【００８４】
　例えば、遊技機１を製作する作業者、遊技機１（の遊技盤１０）をメンテナンスする作
業者などの作業者は、取付部１１０，１２０，１３０，１４０が設けられた遊技盤１０を
、本体部２の取付係合部２１０，２２０，２３０，２４０へ係合させるときは、まず、取
付係合部２１０の可動規制部４００が移動許容位置Ｐ１に位置するようにする。
【００８５】
　例えば、本体部２に取り付けられている遊技盤１０をメンテナンスする場合には、移動
規制状態にある取付係合部２１０の可動規制部４００を、図２０に示すように、移動許容
状態つまり移動許容位置Ｐ１に位置するように揺動させる。このとき、作業者は、支持部
４１０の凹部４３１，４３２、およびストッパ部４２０の凹部４３３、凸部４３４のうち
、１つ以上の部位を手で支持して揺動操作することにより、可動規制部４００の揺動操作
がし易くなる。取付係合部２３０についても、これと同様な操作が行われる。
【００８６】
　このようにして可動規制部４００が移動許容位置Ｐ１に達したときは、図２１に示すよ
うに可動規制部４００の支持部４１０に切り欠き部４２１が形成されているので、遊技盤
１０のピン部１１１を、ベース部３００の案内溝３１０に挿入することが可能となる。
【００８７】
　そこで作業者は両手で遊技盤１０を持って、遊技盤１０の取付部１１０，１２０，１３
０，１４０のピン部１１１、１２１，１３１，１４１を、取付係合部２１０，２２０，２
３０，２４０のベース部の案内溝に挿入して、所定の支持位置である凹部に収容させる。
【００８８】
　例えば、図２２に示すように取付部１１０のピン部１１１を、これが案内溝３１０に案
内されるように、案内溝３１０に挿入する（図中点線矢印で示される方向に挿入する）。
この図２２に示す例では、説明の都合上、可動規制部４００は省略されている。
【００８９】
　このようにして遊技盤１０の各取付部の各ピン部が各取付係合部の各凹部に収容された
場合は、遊技盤１０の仮固定が終了したことになる。
【００９０】
　このように遊技盤１０の仮固定が終了したときは、遊技盤１０の各取付部の各ピン部が
各取付係合部の各凹部に収容され、しかも前方向規制部によって遊技盤１０が前方向への
動きが規制されているので、遊技盤１０は前方向へ移動（倒れる）ことはない。
【００９１】
　そのため、遊技盤１０の仮固定を終了した場合には、作業者は遊技盤１０を抑えていた
両手を離して、次の作業に移行することが可能になる。
【００９２】
　すなわち、作業者は、移動許容位置Ｐ１に位置する取付係合部２１０，２３０の可動規
制部を、移動許容位置Ｐ１から移動規制位置Ｐ２へ移動させるべく摺動操作を行う。
【００９３】
　すると、例えば取付係合部２１０においては、可動規制部４００の圧接部４５０（の底
面）が、遊技盤１０に設けられた取付部１１０のブラケット１１００に形成されている圧
接部１１８に圧接する。
【００９４】
　これにより、遊技盤１０は、上方向規制部（つまり取付係合部２１０，２３０の可動規
制部４００）、および下方向規制部５１３，５１４によって上下方向の動きが規制される
ことになる。
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【００９５】
　また、移動規制状態にある例えば取付係合部２１０においては、可動規制部４００のス
トッパ部４２０の部位（側面）４２０ａに、ブラケット１１００（部位１１０ａ）が接す
るとともに、可動規制部４００の突起部（凸部）４６０と、取付部１１０のブラケット１
１００に形成されている係合部１１７とが係合する。
【００９６】
　これにより、遊技盤１０は、ベース部３００の前方向規制部３２０による前方向への動
きの規制に加えて、より一層、前方向への動きが規制される。
【００９７】
　さらに、上述したように、上方向規制部つまり取付係合部２１０，２３０の可動規制部
４００および下方向規制部５１３，５１４、換言すれば上下方向規制部によって上下方向
の動きが規制されているときは、左右方向規制部５１５，５１６によって左右方向の動き
が規制されていることになる。
【００９８】
　このように遊技盤１０は、上下方向、左右方向および前方向の動きが規制されるので、
本体部２（の各取付係合部）に確実に固定されることとなる。これで、遊技盤１０の本固
定が終了したことになる。
【００９９】
　上述したように、作業者は、遊技盤１０の各取付部の各ピン部を、本体部２の各取付係
合部の各ベース部の案内溝に案内させ、かつ凹部に収容させて、その後、上側の２つの取
付係合部の可動規制部を、移動許容位置Ｐ１から移動規制位置Ｐ２へ移動させるべく摺動
操作を実施することにより、遊技盤１０の仮固定から本固定までの取付作業を、一連の作
業で実施することが可能になる。
【０１００】
　以上説明したように、本実施の形態１によれば、次の（１）～（５）の作用効果を期待
することができる。
【０１０１】
　（１）遊技盤１０の取付部１１０～１４０を本体部２の取付係合部２１０～２４０へ係
合させるに際し、遊技盤１０の側方に突出したピン部１１１、１２１，１３１，１４１を
本体部２の各取付係合部の案内溝３１０を介して前方向規制部３２０へ移動させるように
しているので、遊技盤１０のピン部を本体部２の前方向規制部３２０へ移動させた時点で
当該遊技盤１０は仮固定された状態となり、このため、遊技盤を固定する前であっても当
該遊技盤は前方向へ倒れることはなく、遊技盤取付の作業性を向上させることができる。
【０１０２】
　（２）取付部のピン部が前方向規制部３２０により前方向への動きを規制された状態に
おいて、上下方向規制部、すなわち上方向規制部（取付係合部２１０，２３０の可動規制
部４００）および下方向規制部５１３，５１４と、左右方向規制部５１５，５１６とによ
って、遊技盤１０の前方向、上下方向および左右方向の動きが規制されるので、遊技盤の
仮固定および本固定を安定にすることが可能になる。
【０１０３】
　（３）上方向規制部つまり可動規制部４００は、移動許容位置Ｐ１と移動規制位置Ｐ２
との間で移動可能になっているので、作業者は遊技盤の仮固定から本固定への固定作業を
容易に行うことが可能になる。
【０１０４】
　（４）案内溝３１０および前方向規制部３２０を有する取付係合部２１０，２３０に揺
動可能に取り付けられた可動規制部４００を、移動許容位置Ｐ１から移動規制位置Ｐ２へ
摺動させることで、取付部１１０，１３０のピン部１１１，１３１が案内溝３１０を介し
て前方向規制部３２０へ移動され仮固定の状態にある遊技盤１０の動きを規制して、本固
定するようにしているので、取付係合部および可動部材により遊技盤の仮固定から本固定
までの固定操作を連続（一括）して行うことができる。これにより、遊技盤の仮固定から
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本固定まで実施するための構造を簡易な構造で実現することができる。
【０１０５】
　（５）移動規制位置Ｐ２に存在する遊技盤１０は、可動規制部４００（上方向規制部）
および下方向規制部５１３，５１４によって上下方向の動きが規制されるのに加えて、ス
トッパ部４２０によって前方向の動きが規制されるので、遊技盤の強固な本固定を確実に
行うことが可能になる。
【０１０６】
　（実施の形態２）
【０１０７】
　次に、本発明の実施の形態２に係る遊技機について添付図面を参照して説明する。
【０１０８】
　この実施の形態２に係る遊技機は、基本的には、上述した実施の形態１に係る遊技機の
構造（構成）および機能を有している。ここでは、実施の形態１との相違点のみについて
説明する。
【０１０９】
　なお、実施の形態１では遊技盤の取り付け（取付構造）に着目して説明したのに対し、
この実施の形態２では表示装置の取り付け（取付構造）に着目して説明する。
【０１１０】
　図２４は図１に示した遊技機を表面側から見た分解斜視図、図２５は図１に示した遊技
機を背面側から見た分解斜視図、図２６は表示装置を説明する正面図、図２７は遊技機の
制御系を示すブロック図、図２８は実施の形態２に係る制御系ケースの分解斜視図、図２
９は実施の形態２に係る制御系ユニットの外観図、図３０は実施の形態２に係る制御系ケ
ース（制御系ユニットを外側ケースで覆った状態）の外観図、図３１は実施の形態２に係
る演出制御基板ユニットの分解斜視図、図３２は本体の内部の一例を示す正面図、図３３
は本体に設けられた上方向移動規制段部近傍を示す斜視図、図３４は本体に設けられた下
端支持段部近傍を示す斜視図、図３５は本体に設けられた他の下端支持段部近傍を示す斜
視図、図３６は表示装置の上端の支持および上方向の移動の規制を説明する斜視図、図３
７は図３３に示す例において表示装置が取り付けられた状態を示す斜視図、図３８は図３
４に示す例において表示装置が取り付けられた状態を示す斜視図、図３９は図３５に示す
例において表示装置が取り付けられた状態を示す斜視図、図４０はインバータ基板を保護
するカバーケースがインバータ基板収容凹部に収容された状態を示す正面図、図４１はイ
ンバータ基板を保護するカバーケースがインバータ基板収容凹部に収容された状態を示す
斜視図、図４２は表示装置の仮固定を説明する図、図４３は表示装置の仮固定を説明する
図、図４４は表示装置と遊技盤との配置関係を説明する斜視図である。
【０１１１】
　図２４は図１に示したパチンコ遊技機１を前面側から見た分解斜視図を示し、図２５は
図１に示したパチンコ遊技機１を背面側から見た分解斜視図を示している。なお、図２４
および図２５において、図１に示した構成要素と同様の機能を果たす部分には同一の符号
を付している。
【０１１２】
　さて、図２４および図２５において、パチンコ遊技機１は、本体部２、図３および図４
に示した遊技盤１０、表示装置としての液晶表示装置２０、開閉扉３０、および制御系ケ
ース７０を有している。
【０１１３】
　本体部２は、木枠２ａと、この木枠２ａに回動可能に支持される本体２００とを有して
いる。この本体部２（実際には本体２００）は、遊技盤１０および液晶表示装置２０を収
容する凹部５００が形成されている。また、本体２００（実際には凹部５００の底部）に
は、後述する液晶表示装置２０に設けられているインバータ基板を収容する凹部（以下、
インバータ基板収容凹部という）５２０が形成されている。
【０１１４】
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　遊技盤１０は、遊技領域１０ａ（図３）を含む領域が透光性部材で形成され、該透光性
部材を介して液晶表示装置２０を視認可能に本体２００に対し当該本体２００の表面側か
ら取り付けられる。透光性部材は、例えばアクリル樹脂等の透明な樹脂で形成されている
。
【０１１５】
　このような遊技盤１０においては、液晶表示装置２０に表示される画像を明確に視認す
ることが可能なように、透光性部材の透明な箇所の可視光線透過率は３０％以上であるこ
とが望ましく、５０％以上であることがより望ましい。
【０１１６】
　この実施の形態２では、遊技領域１０ａ（図３）を含む領域、すなわち遊技盤１０全体
を透光性部材で形成するようにしているが、本発明はこれに限定されることなく、遊技盤
１０の少なくとも一部、例えば遊技領域１０ａの全体または一部が透光性部材で形成され
ていれば良い。
【０１１７】
　本実施の形態２に係る液晶表示装置２０は、その裏面（背面）に液晶表示装置２０を照
明するための冷陰極管のインバータであるインバータ基板を備え、図２４に示すように本
体部２（の本体２００）に対しその表面側から取り付けられる。つまり、液晶表示装置２
０は、遊技盤１０の背後に位置するように本体２００に表面側から取り付けられる。なお
、液晶表示装置２０の裏面には、図２５に示すように、このインバータ基板を保護すべく
、カバーケース２１が取り付けられている。
【０１１８】
　このような液晶表示装置２０は、図２６に示すように、表示領域２０ａと、後述する本
体２００に設けられているボス５４１，５４２，５４３，５４４（図３２参照）に固定さ
れる、例えばビス止めされる固定部２２，２３，２４，２５とを有している。
【０１１９】
　開閉扉３０は、ガラス扉３および上皿部４から構成され、本体２００に回動可能に支持
される。
【０１２０】
　制御系ケース７０は、液晶表示装置２０の表示を制御する表示制御基板（これについて
の詳細は後述する）を有しており、本体部２（の本体２００）に対し当該本体２００の背
面側から取り付けられる。
【０１２１】
　次に、このような遊技機の制御系について、図２７を参照して説明する。
【０１２２】
　パチンコ遊技機１の制御系は、主制御回路５０と、この主制御回路５０に接続される演
出制御回路６０、払出制御回路４１および発射制御回路４２を有している。
【０１２３】
　この制御系は主制御回路５０を主な構成要素とし、制御系ユニット７１に搭載されてい
る。
【０１２４】
　また、パチンコ遊技機１の払出制御回路４１には、カードユニット４３が接続されてい
る。
【０１２５】
　このカードユニット４３は、パチンコ遊技機１の近傍に設置され、プリペイドカードを
差込可能な差込口を有しており、当該差込口に差し込まれたプリペイドカードに記録され
た記録情報を読み取る読み取り手段と、球貸し操作パネル４６の操作に応じて、払出制御
回路４１に対し遊技球の貸出を指令する貸出指令信号を出力する貸出指令信号出力手段と
、前述の読み取り手段によって読み取った記録情報から特定される貸出可能数から、貸出
指令信号出力手段により貸出を指令した貸出数を減算し、上記差込口に差し込まれている
プリペイドカードに当該情報を記録させる書き込み手段を有している。
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【０１２６】
　主制御回路５０には、予め設定されたプログラムに従ってパチンコ遊技機１の遊技動作
を行うメインＣＰＵ（超小型演算処理装置）５１、異常時や電源投入時に各種設定を初期
値に戻すためのリセット信号を生成する初期リセット回路５４、メインＣＰＵ５１が動作
する上で必要な各種データを記憶するメインＲＡＭ５３、メインＣＰＵ５１がパチンコ遊
技機１の遊技動作を処理制御するためのプログラム、乱数抽選によって大当り判定をする
際に参照される大当り判定テーブル、乱数抽選によって普通当り判定をする際に参照され
る普通当り判定テーブル、演出を抽選する際に参照される各種確率テーブルを格納してい
るメインＲＯＭ５２が実装されている。
【０１２７】
　また、メインＲＡＭ５３は、メインＣＰＵ５１によって計数された入賞記憶の数（通過
ゲート１３への入賞球数）を記憶するための入賞記憶カウンタ、およびメインＣＰＵ５１
によって計数された通過記憶の数（通過ゲートの通過球数）を記憶するための通過記憶カ
ウンタを具備する。
【０１２８】
　ここで、メインＣＰＵ５１は、始動入賞口１４，１７へ遊技球が入賞して始動入賞が発
生すると大当り判定を行う大当り判定処理を行い、当該大当り判定結果に基づいて、特別
図柄の変動表示を実行させるための変動表示パターンを決定する変動表示パターン決定手
段である。
【０１２９】
　具体的には、メインＣＰＵ５１は、始動入賞が発生すると、所定の始動条件が成立した
として、大当り判定の結果に基づき、特別図柄の変動表示を実行させるための変動表示パ
ターンを指示する変動表示パターンコマンド、変動表示の停止図柄を指示するコマンドを
生成し、セットする。さらに、メインＣＰＵ５１は、普通図柄表示装置に表示される内容
の決定処理などを行っている。
【０１３０】
　また、メインＣＰＵ５１は、所定の始動条件が成立したとき（例えば、始動入賞が発生
した場合など）、変動表示パターンコマンドを生成し、セットする。
【０１３１】
　さらにメインＣＰＵ５１は、遊技状態が特定遊技状態に移行されると、大入賞口１５の
扉を開閉するように大入賞口ＳＯＬ３７を制御する大入賞口ＳＯＬ制御手段を構成してい
る。
【０１３２】
　主制御回路５０のＩ／Ｏポート５５には、通過ゲート１３の内側に設けられ、遊技球が
通過するのを検知するセンサである通過ゲートＳＷ３４、始動入賞口１４，１７に入賞し
た遊技球を検知するセンサである始動口ＳＷ３５が接続されている。また、大入賞口１５
内の継続入賞口に設けられ、入賞した遊技球を検知するセンサであるＶ・カウントＳＷ３
１、大入賞口１５内の普通入賞口に設けられ、入賞した遊技球を検知するセンサであるカ
ウントＳＷ３２、一般入賞口１２へ入賞した遊技球を検知するセンサである一般入賞口Ｓ
Ｗ３３、メインＲＡＭ５３に記憶されている各種データを消去するためのバックアップク
リアＳＷ３９が接続されている。また、ハンドル７の操作によって発射装置４５から発射
される遊技球を検知する発射球センサ（図示せず）、および発射されたものの遊技盤１０
の盤面まで到達せずに外レール１１ａおよび内レール１１ｂに戻ってきた遊技球を検知す
る戻り球センサ（図示せず）が接続されている。さらに、このＩ／Ｏポート５５には、ア
クチュエータとして、始動入賞口１７を、遊技球を受け入れ易い状態と遊技球を受け入れ
難い状態との間で切換える始動口ＳＯＬ（ソレノイド）３６、大入賞口１５の扉を開閉す
る大入賞口ＳＯＬ（ソレノイド）３７、大入賞口１５内のシーソを駆動するシーソＳＯＬ
（ソレノイド）３８等が接続されている。
【０１３３】
　上記各センサが遊技球を検知すると、その検知信号は主制御回路５０のメインＣＰＵ５
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１に入力され、メインＣＰＵ５１は入力される検知信号に応じて、上記各アクチュエータ
３６、３７、３８をそれぞれ駆動制御する。また、演出制御回路６０や払出制御回路４１
、発射制御回路４２に対して、それぞれ主制御回路５０のコマンド出力ポート５６から制
御指令が送信され、演出制御回路６０や払出制御回路４１、発射制御回路４２によって液
晶表示装置２０や、スピーカ４７、ランプ・ＬＥＤ４８、払出装置４４、発射装置４５な
どの動作が制御される。
【０１３４】
　払出制御回路４１には賞球や貸球等を払出す払出装置４４が接続され、発射制御回路４
２には遊技球を遊技領域１０ａに向けて発射する発射装置４５が接続されている。払出制
御回路４１は、一般入賞口１２および始動入賞口１４などに遊技球が入球したことを条件
として主制御回路５０から出力される払出指令信号に応じて払出装置４４を駆動制御し、
所定数の遊技球を賞球として払出させる。さらに、払出制御回路４１は、カードユニット
４３から出力される貸出指令信号に応じて払出装置４４を駆動制御し、所定数の遊技球を
貸球として払出させる。また、発射制御回路４２は、ハンドル７の回動操作に応じて発射
ソレノイドを駆動制御する。これによって発射装置４５から遊技球を発射させる。
【０１３５】
　また、ハンドル７には遊技球の発射を停止するストップボタン（図示せず）が設けられ
ている。
【０１３６】
　演出制御回路６０には、サブＣＰＵ６１、プログラムＲＯＭ６２、およびワークＲＡＭ
６３が実装されている。
【０１３７】
　サブＣＰＵ６１は、コマンド入出力ポート６４を介して主制御回路５０から受信したコ
マンドを解釈し、その解釈結果に従って画像制御回路６５、音声制御回路６６、ランプ制
御回路６７等の制御を行う。
【０１３８】
　例えば、サブＣＰＵ６１は、コマンド入出力ポート６４を介して主制御回路５０からの
変動表示パターンコマンドを受信したときは、この受信した変動表示パターンコマンドに
対応する制御データをセットする。そして、サブＣＰＵ６１は、セットした制御データに
含まれる演出パターンに従った演出画像の表示を行わせるように、画像制御回路６５に指
示するためのデータを経時的に変化させる。
【０１３９】
　プログラムＲＯＭ６２には、サブＣＰＵ６１が、主制御回路５０から出力される各種コ
マンドに基づいて画像制御回路６５を処理制御するための制御プログラム、音声制御回路
６６を処理制御するための制御プログラム、およびランプ制御回路６７を処理制御するた
めの制御プログラムなどが格納されている。
【０１４０】
　ワークＲＡＭ６３は、サブＣＰＵ６１が上記制御プログラムに従って処理制御を行う際
の一時的な記憶手段となる。
【０１４１】
　画像制御回路６５は、サブＣＰＵ６１からの制御に応じて、液晶表示装置２０に特別図
柄の変動表示などの表示を実行するものであり、各種画像データを記憶する画像データＲ
ＯＭ（図示せず）と、サブＣＰＵ６１からの制御に基づいて、画像データＲＯＭに記憶さ
れている画像データを用いて、特別図柄の変動表示などの表示を実行するためのデータを
生成する図示しないＶＤＰ（Ｖｉｄｅｏ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）と、Ｖ
ＤＰにより生成された表示画像データをアナログ信号に変換するＤ／Ａ変換回路（図示せ
ず）とを具備する。
【０１４２】
　例えば、画像制御回路６５は、サブＣＰＵ６１の制御に基づいて、液晶表示装置２０に
対し、大当り判定の結果に対応する特別図柄および演出画像を変動表示させるなどの画像
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表示制御処理を行う。また、画像制御回路６５および液晶表示装置２０は、特別図柄の変
動表示時の演出表示態様によって当該遊技におけるリーチ演出発生の有無または発生する
リーチ演出の種類または大当り発生の信頼度を報知する報知手段を構成している。
【０１４３】
　このように、画像制御回路６５が所定時間ごとに送信されるサブＣＰＵ６１の指示内容
を実行することにより、液晶表示装置２０においては、例えば、変動表示パターンに対応
する特別図柄や演出画像が表示される。
【０１４４】
　音声制御回路６６には本体２００の上部の左右に設けられる２つのスピーカ４７が接続
されている。音声制御回路６６は、サブＣＰＵ６１の制御に基づき、音信号を生成する。
２つのスピーカ４７は、入力したこの音信号に基づいて音を発生する。
【０１４５】
　ランプ制御回路６７には報知装置であるランプ・ＬＥＤ４８が接続されている。ランプ
制御回路６７は、サブＣＰＵ６１の制御に基づき、信号を生成する。ランプ・ＬＥＤ４８
は、入力したこの信号に基づいてパチンコ遊技機１の各所に備え付けられているランプや
ＬＥＤなどの点灯表示等を行う。
【０１４６】
　なお、パチンコ遊技機１における各処理は、主制御回路５０と演出制御回路６０とによ
り制御されているが、主制御回路５０は、演出制御回路６０により制御される処理の全部
または一部を処理してもよく、演出制御回路６０は、主制御回路５０により制御される処
理の全部または一部を処理してもよい。
【０１４７】
　ところで、この実施の形態２においては、演出制御回路６０が、液晶表示装置２０の表
示を制御する表示制御手段（表示制御基板）の機能を果たす。しかし、演出制御回路６０
は主制御回路５０の指示の下で液晶表示装置２０を制御するので、実際には、主制御回路
５０と演出制御回路６０とが協働して、表示制御手段（表示制御基板）の機能を果たすこ
とになる。
【０１４８】
　次に、このような制御系を構成する基板等を有する制御系ケース７０の詳細について、
図２８～図３１を参照して説明する。
【０１４９】
　図２８は実施の形態２に係る制御系ケースの分解斜視図であり、図２９は実施の形態２
に係る制御系ユニットの外観図であり、図３０は実施の形態２に係る制御系ケース（制御
系ユニットを外側ケースで覆った状態）の外観図であり、図３１は実施の形態２に係る演
出制御基板ユニットの分解斜視図である。
【０１５０】
　図２８に示すように、制御系ケース７０は、制御系ユニット７１と、この制御系ユニッ
ト７１を被う外側ケース７２とを有している。
【０１５１】
　制御系ユニット７１は、図２８および図２９に示すように、主制御回路５０を構成する
主制御基板ユニット７１０、ランプ制御回路６７を除いた演出制御回路６０を構成する演
出制御基板ユニット７２０、各電子部品が動作するために必要な電圧の電源（例えば２４
Ｖ、１２Ｖ、５Ｖなど）を生成する電源基板ユニット７３０、発射制御回路４２を構成す
る発射制御基板ユニット７４０、払出制御回路４１を構成する払出制御基板ユニット７５
０、カードユニット４３における読み取り手段、貸出指令信号出力手段および書き込み手
段を構成するＣＲ中継基板ユニット７６０、ランプ制御回路６７を構成するランプ制御基
板ユニット（図示せず）などを有している。
【０１５２】
　図２８において、制御系ユニット７１に対しその各ユニットを保護するように外側ケー
ス７２を取り付け、この外側ケース７２側から見た制御系ケース７０の様子を、図３０に
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示す。
【０１５３】
　このような制御系ケース７０においては、制御系ユニット７１が本体２００の背面側と
対向するように、この本体２００に取り付けられる。
【０１５４】
　演出制御基板ユニット７２０は、図３１に示すように、演出制御基板７２１と基板上部
ケース７２２と基板下部ケース７２３とを備えている。
【０１５５】
　演出制御基板７２１の表面部７２１ａには、サブＣＰＵ６１等を備える演出制御回路６
０が実装されている。
【０１５６】
　また、その表面部７２１ａには、電子部品（例えば、プログラムＲＯＭ６２）が内蔵さ
れたＲＯＭカートリッジ（ケース体）７２４が、コネクタ部（図示せず）を介して着脱可
能に取り付けられている。なお、ＲＯＭカートリッジ７２４には、プログラムＲＯＭ６２
以外の電子部品が内蔵されていてもよい。例えば、ワークＲＡＭ６３が内蔵されていても
よい。
【０１５７】
　ＲＯＭカートリッジ７２４は、所定の画像を含む演出に関する情報を記憶するものであ
り、遊技機の機種に応じた演出に関する情報を記憶する。
【０１５８】
　この実施の形態２においては、所定の画像には、遊技盤に施されるべき例えば模様や文
字に対応する画像、普通図柄画像、特別図柄表示画像、および演出画像が含まれる。また
、演出に関する情報には、上記所定の画像、画像制御回路６５を処理制御するための制御
プログラム、音声制御回路６６を処理制御するための制御プログラム、およびランプ制御
回路６７を処理制御するための制御プログラムが含まれる。
【０１５９】
　上述したＲＯＭカートリッジ７２４は、遊技機の機種に応じて演出内容が異なる場合に
は、上述した所定の画像を含む演出に関する情報が異なっているので、当該遊技機の機種
の数に応じた数だけ用意される。そして、遊技機の機種に対応するＲＯＭカートリッジ７
２４が演出制御基板ユニット７２０に搭載（装着）される。
【０１６０】
　例えば、遊技盤１０が同一であっても、演出画像または効果音の相違によって、遊技機
の機種も異なってくるので、それぞれの機種に対応したＲＯＭカートリッジ７２４が演出
制御基板ユニット７２０に装着される。
【０１６１】
　また、遊技盤１０に施されるべき例えば模様や文字を変更したい場合は、遊技盤１０に
施されるべき所望の模様や文字に対応する画像データを記憶したＲＯＭカートリッジ７２
４が演出制御基板ユニット７２０に装着される。
【０１６２】
　基板上部ケース７２２は、図３１に示すように、規制ケース７２５と一体的に形成され
ている。規制ケース７２５は、基板上部ケース７２２の表面部７２２ａから、演出制御基
板７２１とは反対方向に突出して設けられている。そして、当該規制ケース７２５は、Ｒ
ＯＭカートリッジ７２４を覆うとともに当該ＲＯＭカートリッジ７２４の移動を規制する
。
【０１６３】
　ここで、基板上部ケース７２２は、基板上部ケース７２２の４箇所の隅部が、それぞれ
演出制御基板７２１の表面部７２１ａの４箇所の隅部に形成された孔を介して、基板下部
ケース７２３の４箇所の隅部に例えばネジ等で固定されて取り付けられるようになってい
る。
【０１６４】
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　これにより、ＲＯＭカートリッジ７２４等が取り付けられた演出制御基板７２１は基板
下部ケース７２３に固定される。また、基板上部ケース７２２は、ＲＯＭカートリッジ７
２４等が取り付けられた演出制御基板７２１の表面部７２１ａを覆っている。
【０１６５】
　このような演出制御基板ユニット７２０の基板上部ケース７２２が、制御系ユニット７
１の外側ケース７２と対向するように、演出制御基板ユニット７２０の基板下部ケース７
２３の底面７２３ａが制御系ユニット７１に取り付けられる（例えばネジ止めされる）。
【０１６６】
　そして、各ユニット７１０～７６０が制御系ユニット７１に取り付けられる（例えばネ
ジ止めされる）と、この制御系ユニット７１は、その底面７１ａ（図２８参照）が本体２
００の背面側と対向するように、この本体２００の所定の部位に取り付けられる（例えば
ネジ止めされる）。
【０１６７】
　最後に、本体２００に取り付けられた制御系ユニット７１に対し、各ユニット７１０～
７５０を覆うように、外側ケース７２が取り付けられる（例えばネジ止めされる）。
【０１６８】
　ところで、上述したようにこの実施の形態２においては、演出制御基板ユニット７２０
が、液晶表示装置２０の表示を制御する表示制御手段（表示制御基板）の機能を果たす。
しかし、演出制御基板ユニット７２０は主制御基板ユニット７１０の指示の下で液晶表示
装置２０を制御するので、実際には、主制御基板ユニット７１０と演出制御基板ユニット
７２０とが協働して、表示制御手段（表示制御基板）の機能を果たすことになる。
【０１６９】
　ここで、演出内容の変更に伴う遊技機の機種変更は、次の（１）～（４）の操作手順に
従って行われる。
【０１７０】
　（１）例えば、図１に示したパチンコ遊技機１の状態において機種変更を実施する場合
は、木枠２ａに回動可能に支持されている本体２００（図２４および図２５参照）を開放
する。
【０１７１】
　（２）制御系ケース７０の外側ケース７２を取り外し、さらに、演出制御基板ユニット
７２０の基板上部ケース７２２を取り外す。
【０１７２】
　（３）演出制御基板７２１に装着されているＲＯＭカートリッジ７２４を取り外し、こ
の旧演出内容に対応するＲＯＭカートリッジ７２４に代替して、新たな演出内容に対応す
るＲＯＭカートリッジ７２４を演出制御基板７２１に装着する。
【０１７３】
　（４）演出制御基板ユニット７２０の基板上部ケース７２２を取り付け、次に制御系ケ
ース７０の外側ケース７２を取り付け、最後に本体２００を閉じる。
【０１７４】
　以上説明したように、演出内容の変更による遊技機の機種の変更は、新たなＲＯＭカー
トリッジと、旧ＲＯＭカートリッジとを交換することにより実現することができる。
【０１７５】
　以上説明したように本実施の形態２では、本体２００に対し、当該本体２００の表面側
から液晶表示装置２０を取り付けるとともに、更に当該本体２００の表面側から遊技盤１
０を取り付け（つまり遊技盤１０の背後に液晶表示装置２０が位置する）、かつ本体２０
０に対し、当該本体２００の背面側から制御系ケース７０を取り付けるようにしている。
【０１７６】
　そのため、本実施の形態２では、本体２００は、表示制御基板（実際には、表示制御基
板を有する制御系ケース７０）を挿通させる大きな開口部は有していない。したがって、
本体２００は、表示制御基板用の大きな開口部を有していないので、当該本体２００の剛
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性は大きいものになっている。
【０１７７】
　これに対し、従来の遊技機においては、本体２００に対応する本体（ベースドア）に、
表示装置が取り付けられた遊技盤の背面側に積載された表示制御基板を挿通させる開口部
を設けていた。そのため、前記本体（ベースドア）は、表示制御基板用の大きな開口部を
有するため、当該本体（ベースドア）の剛性は小さくなっていた。
【０１７８】
　次に、本体２００の構成について、図３２～図３６を参照して説明する。
【０１７９】
　図３２は、液晶表示装置２０、遊技盤１０および開閉扉３０を取り付ける前の本体２０
０を表面側から見た様子（正面図）を示している。この図３１に示す例は、図５に示した
例の構成において液晶表示装置２０を削除した構成になっている。
【０１８０】
　また、図３３～図３６は本実施の形態２に係る本体２００の要部を拡大した拡大図を示
している。
【０１８１】
　なお、図３２～図３６において、図５に示した構成要素と同様の機能を果たす部分には
同一の符号を付している。
【０１８２】
　本体２００は、図５に示した例の構成において、液晶表示装置２０に設けられているイ
ンバータ基板を収容する凹部（以下、インバータ基板収容凹部という）５２０、液晶表示
装置２０の上方向の移動を規制する段部（以下、上方向移動規制段部という）５３１，５
３２、および液晶表示装置２０を本体２００に固定するための４つのボス５４１，５４２
，５４３，５４４を追加した構成になっている。
【０１８３】
　本体２００には、所定の部位に、本体２００の内側に滞留する熱を外部に放熱するため
の複数の切り欠き部（孔）５５１が形成されている。
【０１８４】
　インバータ基板収容凹部５２０の底部には、インバータ基板から発せられる熱を外部に
放熱するための複数の孔５２１が形成されている。
【０１８５】
　ところで、実施の形態１で説明したように本体部２（の本体２００）には、液晶表示装
置２０の前方向の移動を規制する取付係合部２１０，２３０、および液晶表示装置２０の
下端部を支持する段部（以下、下端支持段部）５１７，５１８が設けられている。
【０１８６】
　すなわち、本体２００には、液晶表示装置２０に関し、その下端を支持する下端支持段
部５１７，５１８（図３４および図３５参照）、その上方向の移動を規制する上方向移動
規制段部５３１，５３２（上方向移動規制段部５３１に関して図３３および図３６参照）
、その上端を支持する突出部の機能を有する取付係合部２１０，２３０（取付係合部２１
０に関して図３３および図３６参照）が設けられている。
【０１８７】
　なお、下端支持段部５１７，５１８においては、それぞれの上面５１７ａ，５１８ａに
よって液晶表示装置２０の下端部を支持するようになっている。
【０１８８】
　また、取付係合部２１０，２３０において、液晶表示装置２０の上端部を支持し、かつ
液晶表示装置２０の前方向の移動を規制する突出部の機能を果たす部分は、図３３に示す
ように、ベース部３００の部位３４０の下側部位３４１である。つまり、前記突出部は、
う遊技盤１０を本固定するときの遊技盤固定部材、すなわち例えば取付係合部２１０にお
けるベース部３００の部位３４０であると言える。
【０１８９】
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　換言すれば、液晶表示装置２０は、遊技盤１０の背後に位置するように本体２００に対
し当該本体２００の表面側から取り付けられ、かつ当該液晶表示装置２０の上端が突出部
によって前方向の移動が規制されるとともに、当該液晶表示装置２０の下端が下端支持段
部によって支持される。
【０１９０】
　このように本実施の形態２においては、遊技盤１０を固定するための上側の２つの取付
係合部２１０，２３０を利用して、液晶表示装置２０の仮固定を行うことが可能である。
【０１９１】
　再度、図３２を参照して説明する。下端支持段部５１７，５１８のそれぞれの上面５１
７ａ，５１８ａから、取付係合部２１０，２３０におけるベース部３００の部位３４０の
下側部位３４１の先端面までの距離（高さ）Ｈ１は、図２６に示した液晶表示装置２０の
高さＨよりも短くなっている。
【０１９２】
　すなわち、液晶表示装置２０の下端を下端支持段部５１７，５１８のそれぞれの上面５
１７ａ，５１８ａに載置し、しかも液晶表示装置２０を上面５１７ａ，５１８ａに対し垂
直にした場合に、当該液晶表示装置２０の上端がベース部３００の部位３４０の下側部位
３４１と接して、当該液晶表示装置２０の前方向の移動を規制するように、下端支持段部
５１７，５１８と取付係合部２１０，２３０（のベース部３００）とが配置されるように
なっている。
【０１９３】
　また、本体２００の凹部５００における側部Ｗ１と側部Ｗ２との間の距離（幅）は、図
２６に示す液晶表示装置２０の幅Ｗよりも多少長くなっている。すなわち、側部Ｗ１と側
部Ｗ２との間の幅は、液晶表示装置２０を凹部５００に取り付けたときに、液晶表示装置
２０に設けられている４つの固定部２２～２５の４つの孔２２ａ～２５ａと、本体２００
の凹部５００に設けられている４つのボス５４１～５４４とが略一致するように、当該液
晶表示装置２０の取り付けが可能で、かつ凹部５００の側部Ｗ１および側部Ｗ２によって
当該液晶表示装置２０の左右方向の移動が規制できる、幅になっている。
【０１９４】
　このような前提条件の下で、液晶表示装置２０の上端がベース部３００の部位３４０の
下側部位３４１と接する状態で、液晶表示装置２０の下端を下端支持段部５１７，５１８
のそれぞれの上面５１７ａ，５１８ａに載置したときの、取付係合部２１０近傍の液晶表
示装置２０の取付状態を図３７に示し、また、下端支持段部５１７近傍の液晶表示装置２
０の取付状態を図３８に示し、さらに、下端支持段部５１８近傍の液晶表示装置２０の取
付状態を図３９に示す。
【０１９５】
　ちなみに、図３７に示す例は、図３３に示す例において液晶表示装置２０が取り付けら
れた状態であり、図３８に示す例は、図３４に示す例において液晶表示装置２０が取り付
けられた状態であり、図３９に示す例は、図３５に示す例において液晶表示装置２０が取
り付けられた状態である。
【０１９６】
　なお、既に説明したように液晶表示装置２０の背面にインバータ基板が取り付けられ、
さらにカバーケース２１が取り付けられているので（図２５参照）、液晶表示装置２０の
背面側には凸部が形成された状態になっている。しかし、その凸部（カバーケース２１）
は、図４０および図４１に示すように、本体２００の凹部５００に形成されたインバータ
基板収容凹部５２０に収容（嵌合）されるようになっている。
【０１９７】
　そのため、液晶表示装置２０を本体２００に対し当該本体２００の表面側から取り付け
たとしても、カバーケース２１がインバータ基板収容凹部５２０に収容されるので、当該
液晶表示装置２０を、例えば前方向等に傾くことなく、所定の取り付け状態で本体２００
に取り付けることができる。
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【０１９８】
　ところで、図４２に示すように、例えば取付係合部２１０（可動規制部４００は省略）
においては、ベース部３００の部位３４０と本体部２の部材との間は、液晶表示装置２０
の厚さｄ１以上の所定の距離ｄ２だけ離間されている。
【０１９９】
　また、ベース部３００つまり部位３４０（の下側部位３４１）を本体２００の上方向移
動規制段部５３１に取り付けた場合は、下側部位（遊技盤固定部材）３４１の底面の位置
は、上方向移動規制段部５３１の底面の位置よりも距離Ｌだけ低い。つまり下側部位（遊
技盤固定部材）３４１の底面と上方向移動規制段部５３１の底面との間に、距離Ｌの段差
が形成されていることになる。
【０２００】
　上述した構成において、作業者は、下側部位３４１と上方向移動規制段部５３１との間
の空間に、液晶表示装置２０の上側が介在するように入れ、その後、当該液晶表示装置２
０を矢印Ａ方向に回転させ、さらに、液晶表示装置２０の下側を本体２００の下端支持段
部５１７，５１８（図３４および図３５参照）に載置するようにする。
【０２０１】
　これにより、液晶表示装置２０の上側は下側部位３４１の側面３４１ａに接するので、
液晶表示装置２０の下側が本体２００の下端支持段部５１７，５１８に載置されている液
晶表示装置２０は、前方向に倒れることはない（図４２および図４３参照）。これで、液
晶表示装置２０の仮固定が終了したことになる。
【０２０２】
　このとき、液晶表示装置２０に設けられている４つの固定部２２，２３，２４，２５（
図２６参照）の４つの孔２２ａ，２３ａ，２４ａ，２５ａと、本体２００に設けられてい
る４つのボス５４１，５４２，５４３，５４４（図３２参照）とが略一致しているので、
当該液晶表示装置２０は位置決めされた状態で仮固定されたことになる。そのため、次の
作業である本固定を容易に行うことができるようになる。
【０２０３】
　その後、液晶表示装置２０は、ネジなどの固定部材が、固定部２２，２３，２４，２５
の孔２２ａ，２３ａ，２４ａ，２５ａを介して、本体２００のボス５４１，５４２，５４
３，５４４にネジ止めされることで、本固定される。
【０２０４】
　上述したようにして、液晶表示装置２０が本体２００に本固定され、さらに、上述した
ように遊技盤１０が本固定された場合の取付係合部（のベース部）においては、液晶表示
装置２０と遊技盤１０とは、例えば図４４に示すような配置関係で、取り付けられている
ことになる。すなわち、遊技盤１０の背後に液晶表示装置２０が配置されている。なお、
図４４においては、遊技盤１０に設けられている取付部、取付係合部２１０の可動規制部
４００、液晶表示装置２０に設けられているインバータ基板およびカバーケース２１など
は図示していない。
【０２０５】
　以上説明したように、本実施の形態２によれば、次の（１）～（１０）の作用効果を期
待することができる。
【０２０６】
　（１）液晶表示装置２０を本体２００に対しその表面側から取り付けるとともに、演出
制御基板（表示制御基板）７２１を有する制御系ケース７０を本体２００に対しその背面
側から取り付けているので、従来の技術においては必要であった本体２００に対する表示
制御基板用の大きな開口部を、設ける必要がなく、本体２００の剛性を大きくすることが
できる。
【０２０７】
　（２）本体２００に対し当該本体２００の背面側から取り付けられた制御系ケース７０
に内蔵する演出制御基板（表示制御基板）７２１に着脱可能に装着されるＲＯＭカートリ
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ッジ（記憶装置）７２４は、遊技機の機種に応じた演出に関する情報を記憶するようにし
ているので、新たな機種に対応するＲＯＭカートリッジ（記憶装置）と、旧機種に対応す
るＲＯＭカートリッジ（記憶装置）（つまり現在装着されているＲＯＭカートリッジ）と
を交換することで機種の変更が可能となる。これにより、本体２００の剛性を大きくする
ことができ、かつ機種の変更を容易に実施することができる。
【０２０８】
　（３）透光性部材で形成される遊技盤１０は、当該透光性部材を介して液晶表示装置２
０を視認可能に本体２００に対し当該本体２００の表面側から取り付けられるようになっ
ているので、遊技盤１０に施されるべき例えば模様や文字を、当該模様や文字に対応する
画像として液晶表示装置２０によって表示するようにした場合には、遊技者からは遊技盤
１０に前記模様や文字が施されているように見えることとなり、よって、遊技機の機種に
対応して遊技盤に施されるべき例えば模様や文字を変更したい場合であっても、当該遊技
盤１０を交換することなく、所望の模様や文字に対応する画像データを記憶したＲＯＭカ
ートリッジを交換するのみで機種の変更が可能になる。
【０２０９】
　（４）裏面にインバータ基板を備えた液晶表示装置２０であっても、本体２００に対し
その表面側から取り付けることができるので、液晶表示装置２０を本体２００に容易に取
り付けることができ、インバータ基板収容凹部５２０により本体２００の剛性を更に大き
くすることができる。
【０２１０】
　（５）インバータ基板から発する熱がインバータ基板収容凹部５２０に形成された複数
の孔５２１から放熱されるので、放熱効果を向上させることが可能になる。
【０２１１】
　（６）液晶表示装置２０の下端に関しては、当該液晶表示装置２０の下端を本体２００
に設けられた下端支持段部５１７，５１８に支持（載置）させればよいので、液晶表示装
置２０の取り付けが容易で、かつ安定した固定状態を維持できるとともに、下端支持段部
５１７，５１８により本体２００の剛性を更に大きくすることができる。
【０２１２】
　（７）液晶表示装置２０は、本体２００に設けられた上方向移動規制段部５３１，５３
２によって上方向の移動が規制されるので、液晶表示装置２０を安定した固定状態に維持
できるとともに、上方向移動規制段部５３１，５３２により本体２００の剛性を更に大き
くすることができる。
【０２１３】
　（８）液晶表示装置２０は、遊技盤１０の背後に位置するように本体２００に対し当該
本体２００の表面側から取り付けられ、かつ当該液晶表示装置２０の上端が本体２００の
凹部５００に設けられた取付係合部２１０，２３０のベース部（突出部）３００によって
前方向の移動が規制されるとともに、当該液晶表示装置２０の下端が本体２００の凹部５
００に設けられた下端支持段部５１７，５１８によって支持されるようになっているので
、液晶表示装置２０に設けられている４つの固定部２２～２５の４つ孔２２ａ～２５ａと
、本体２００の凹部５００に設けられている４つのボス５４１～５４４とが略一致してい
るので、液晶表示装置２０の位置決めを容易に行うことができる。すなわち、液晶表示装
置２０は位置決めされた状態で仮固定されるので、次の作業を容易に行うことができる。
【０２１４】
　（９）位置決めされた状態で仮固定されている液晶表示装置２０に対し本固定を実施す
るときは、作業者が液晶表示装置２０を押さえる（支持する）ことなく、例えば両手を使
用して固定（本固定）することができ、しかも上述したように４つの固定部２２～２５の
４つの孔２２ａ～２５ａと４つのボス５４１～５４４とが略一致しているので、ビス止め
作業を容易に行うことができ、これにより液晶表示装置２０の取り付けの作業効率を向上
させることが可能になる。
【０２１５】
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　（１０）遊技盤１０を固定するための上側の２つの取付係合部２１０，２３０を利用し
て液晶表示装置２０の仮固定を行うことができるので、液晶表示装置２０を固定（仮固定
）するための部材、例えば液晶表示装置２０が前方向に倒れないようにする部材を抑制す
ることができる。具体的には、取付係合部２１０，２３０におけるベース部３００の部位
３４０の下側部位（遊技盤固定部材）３４１を、液晶表示装置２０の前方向の移動を規制
する突出部として用いるようにしているので、取付係合部２１０，２３０におけるベース
部３００を前記突出部と兼用させることができ、液晶表示装置２０の前方向の移動を規制
する専用の突出部材を用いる必要がなく、必要最低限の部材を用いて液晶表示装置２０の
仮固定が可能になる。
【０２１６】
　（実施の形態３）
【０２１７】
　次に、本発明の実施の形態３に係る遊技機について添付図面を参照して説明する。
【０２１８】
　この実施の形態３に係る遊技機は、基本的には、上述した実施の形態１および実施の形
態２に係る遊技機の構造（構成）および機能を有している。ここでは、実施の形態１およ
び実施の形態２との相違点のみについて説明する。
【０２１９】
　なお、実施の形態１では遊技盤の取り付け（取付構造）に着目して説明し、実施の形態
２では表示装置の取り付け（取付構造）に着目して説明したのに対し、この実施の形態３
では、本体に備えられた係止部による遊技盤と表示装置との取り付け（取付構造）に着目
して説明する。
【０２２０】
　ここで、図４５は実施の形態３における表示装置と遊技盤との配置関係を可動規制部を
除いた状態で示す斜視図、図４６は実施の形態３における表示装置と遊技盤との配置関係
を可動規制部を除いた状態で図４５とは異なるアングルで示す斜視図、図４７は実施の形
態３における表示装置と遊技盤との配置関係を可動規制部を含めて示す斜視図である。
【０２２１】
　遊技盤１０および液晶表示装置２０は、ともに本体２００に対して前方向から取り付け
られ、液晶表示装置２０が遊技盤１０の背面側に位置するようになることから、まず液晶
表示装置２０を取り付け、次に遊技盤１０を取り付けることになる。
【０２２２】
　そこで、以下においては、このような取り付け順序に従って、液晶表示装置２０の取り
付けについて説明し、続いて遊技盤１０の取り付けについて説明する。
【０２２３】
　液晶表示装置２０の取り付けにおいて、作業者は、取付係合部２１０，２３０を構成す
るベース部３００の下側部位３４１と上方向移動規制段部５３１，５３２（図３２、図３
３、図３６、図３７、図４２、図４３）との間の空間に、液晶表示装置２０の上側が介在
するように本体２の前方向から入れ、その後、当該液晶表示装置２０の上側を手前に引い
て下側部位３４１に当接させるようにしながら（図４２参照）、さらに、液晶表示装置２
０の下側を本体２００の下端支持段部５１７，５１８（図３４、図３５）に載置する。
【０２２４】
　これにより、液晶表示装置２０の上側は取付係合部２１０，２３０を構成するベース部
３００の下側部位３４１の側面３４１ａに接するので、つまり取付係合部２１０，２３０
によって液晶表示装置２０の上端が係止される（液晶表示装置２０の上端の一部が覆われ
る）ので（図４５～図４７参照）、下側が本体２００の下端支持段部５１７，５１８に載
置されている液晶表示装置２０は、取付係合部２１０，２３０によって液晶表示装置２０
の前方向への動きが規制されることとなり、前方向に倒れることはない。
【０２２５】
　このようにして、図４５～図４７に示すように、液晶表示装置２０が本体２００に対し
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て仮固定される。
【０２２６】
　なお、前述のように、液晶表示装置２０は、ネジなどの固定部材が、固定部２２，２３
，２４，２５の孔２２ａ，２３ａ，２４ａ，２５ａを介して、本体２００のボス５４１，
５４２，５４３，５４４にネジ止めされることで本固定される。
【０２２７】
　このようにして、液晶表示装置２０が取付係合部２１０，２３０によって本体２００に
仮固定された後、当該液晶表示装置２０の前方側に遊技盤１０が固定（本固定）される。
【０２２８】
　遊技盤１０の取り付けにおいて、作業者は、取付係合部２１０，２３０のベース部３０
０の取り付けられた移動規制部４００を移動許容位置Ｐ１（図２０）としておく。ベース
部３００に形成されて前後方向に延びる案内溝３１０は前方が開放された状態となってい
るので、次に、遊技盤１０の四隅にそれぞれ設けられた取付部１１０，１２０，１３０，
１４０のピン部１１１、１２１，１３１，１４１を、取付係合部２１０，２２０，２３０
，２４０のベース部３００の案内溝３１０にそれぞれ挿入して後方へと押し込み、所定の
支持位置である凹部３１１に落とし込む（収容させる）。
【０２２９】
　このように遊技盤１０の４カ所の取付部１１０，１２０，１３０，１４０にそれぞれ設
けられたピン部１１１、１２１，１３１，１４１が取付係合部２１０，２２０，２３０，
２４０の凹部３１１に落とし込まれ、前方規制部３２０により前方向への動きが規制され
ることにより、図４５および図４６に示すように、遊技盤１０は、液晶表示装置２０の前
方において本体２００に対して仮固定される。
【０２３０】
　遊技盤１０の仮固定が終了したならば、次に、これを本固定するために、作業者は、図
４７に示すように、取付係合部２１０，２３０のベース部３００の取り付けられた可動規
制部４００を、移動許容位置Ｐ１から移動規制位置Ｐ２（図２０）へと移動させる。これ
により、遊技盤１０は、取付係合部２１０，２３０の可動規制部４００および下方向規制
部５１３，５１４によって上下方向の動きが確実に規制されることになる。
【０２３１】
　これに加えて、前述のように、移動規制状態にある取付係合部２１０，２３０の可動規
制部４００のストッパ部４２０の部位４２０ａにブラケット１１００が接するとともに、
可動規制部４００の突起部４６０とブラケット１１００の係合部１１７とが係合するので
、より一層、前方向への動きが規制される（図２３参照）。さらに、取付係合部２１０，
２３０の可動規制部４００および下方向規制部５１３，５１４によって上下方向の動きが
規制されているときは、左右方向規制部５１５，５１６によって左右方向の動きが規制さ
れていることになる。
【０２３２】
　これにより、遊技盤１０は、上下方向、左右方向および前方向の動きが規制されるので
、本体２００に確実に本固定されることとなる。
【０２３３】
　そして、このように、本体２００に備えられた取付係合部２１０，２３０によって、遊
技盤１０の係止（すなわち固定）と液晶表示装置２０の仮固定とが行われる。つまり、取
付係合部２１０，２３０が遊技盤１０の係止（固定）と液晶表示装置２０の仮固定とを兼
用している。したがって、遊技盤固定部材としての取付係合部２１０，２３０の機能が遊
技盤１０の固定のみならず、液晶表示装置２０の仮固定にまで広がることになるので、取
付係合部２１０，２３０の汎用性の向上を図ることが可能になる。
【０２３４】
　これにより、液晶表示装置２０を仮固定するための専用の部品が不要になって部品点数
の削減を図ることができ、遊技機の組立工数の削減およびコストダウンを図ることが可能
になる。
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【０２３５】
　また、液晶表示装置２０は本体２００に対して前方向から取り付けられ、取付係合部２
１０，２３０は液晶表示装置２０の一部を覆ってこの液晶表示装置２０の前方向への動き
を規制しているので、液晶表示装置２０の着脱作業の際に、本体２００の背面に備えられ
て電子部品の搭載された基板等が障害となることはなく、着脱作業を極めて容易に行うこ
とが可能になる。また、液晶表示装置２０の一部を取付係合部２１０，２３０で覆うよう
にするだけで液晶表示装置２０の取り付け方向である前方向への動きが規制されるので、
液晶表示装置２０の仮固定を容易に行うことができる。
【０２３６】
　なお、図４５～図４７において、ベース部３００に設けられた軸部３３０は、実施の形
態１、２に示す場合とは異なり、長さ方向に間隔を空けて２分割されるとともに、先端に
は径方向外方に突出したフランジ３３０ａが形成されている。
【０２３７】
　これにより、可動規制部４００を取り付ける際には、分割された軸部３３０が相互に接
近する方向に弾性変形して可動規制部４００に挿入される。また、取り付け後には、弾性
変形した軸部３３０が元の形状に復帰することにより、フランジ３３０ａが可動規制部４
００に係止して可動規制部４００の離脱を阻止するので、可動規制部４００の取り付け信
頼性が向上する。
【産業上の利用可能性】
【０２３８】
　以上の説明においては、本発明をパチンコ遊技機本体が遊技台に取り付けられた遊技機
に適用した場合が説明されているが、本発明はこれに限定されるものではなく、パチスロ
遊技機（スロットマシン）、雀球、スマートボールあるいはゲームセンターに設置された
各種のゲーム機など、種々の遊技機に適用することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０２３９】
【図１】本発明の一実施の形態である遊技機を示す斜視図である。
【図２】図１に示した遊技機の正面図である。
【図３】本実施の形態１に係る遊技盤を示す正面図である。
【図４】図３に示した遊技盤を示す斜視図である。
【図５】本実施の形態１に係る取付係合部、上下方向規制部および左右方向規制部を説明
する図である。
【図６】本実施の形態１に係る取付係合部の取付状態を説明する図である。
【図７】本実施の形態１に係る取付係合部、上下方向規制部、左右方向規制部および段部
を説明する図である。
【図８】本実施の形態１に係る取付部を示す斜視図である。
【図９】図８に示した取付部を遊技盤に取り付けた状態を示す斜視図である。
【図１０】図９に示した取付部を示す上面図である。
【図１１】図９に示した取付部を示す側面図である。
【図１２】図９に示した取付部を示す側面図である。
【図１３】本実施の形態１に係る取付係合部を示す斜視図である。
【図１４】本実施の形態１に係る取付係合部の他の例を示す斜視図である。
【図１５】図１３に示した取付係合部の正面を示す正面図である。
【図１６】図１３に示した取付係合部の右側面を示す側面図である。
【図１７】図１３に示した取付係合部の背面を示す背面図である。
【図１８】図１３に示した取付係合部の上面を示す上面図である。
【図１９】図１３に示した取付係合部の下面を示す下面図である。
【図２０】本実施の形態１に係る取付係合部の移動許容状態および移動規制状態を説明す
る図である。
【図２１】本実施の形態１に係る移動許容状態での取付係合部および遊技盤の取付構造を



(26) JP 4211891 B2 2009.1.21

10

20

30

40

50

説明する図である。
【図２２】本実施の形態１に係る移動許容状態での取付係合部および遊技盤の取付構造を
説明する図である。
【図２３】本実施の形態１に係る移動規制状態での取付係合部および遊技盤の取付構造を
説明する図である。
【図２４】図１に示した遊技機を表面側から見た分解斜視図である。
【図２５】図１に示した遊技機を背面側から見た分解斜視図である。
【図２６】表示装置を説明する正面図である。
【図２７】遊技機の制御系を示すブロック図である。
【図２８】実施の形態２に係る制御系ケースの分解斜視図である。
【図２９】実施の形態２に係る制御系ユニットの外観図である。
【図３０】実施の形態２に係る制御系ケース（制御系ユニットを外側ケースで覆った状態
）の外観図である。
【図３１】実施の形態２に係る演出制御基板ユニットの分解斜視図である。
【図３２】本体の内部の一例を示す正面図である。
【図３３】本体に設けられた上方向移動規制段部近傍を示す斜視図である。
【図３４】本体に設けられた下端支持段部近傍を示す斜視図である。
【図３５】本体に設けられた他の下端支持段部近傍を示す斜視図である。
【図３６】表示装置の上端の支持および上方向の移動の規制を説明する斜視図である。
【図３７】図３３に示す例において表示装置が取り付けられた状態を示す斜視図である。
【図３８】図３４に示す例において表示装置が取り付けられた状態を示す斜視図である。
【図３９】図３５に示す例において表示装置が取り付けられた状態を示す斜視図である。
【図４０】インバータ基板を保護するカバーケースがインバータ基板収容凹部に収容され
た状態を示す正面図である。
【図４１】インバータ基板を保護するカバーケースがインバータ基板収容凹部に収容され
た状態を示す斜視図である。
【図４２】表示装置の仮固定を説明する図である。
【図４３】表示装置の仮固定を説明する図である。
【図４４】表示装置と遊技盤との配置関係を説明する斜視図である。
【図４５】実施の形態３における表示装置と遊技盤との配置関係を可動規制部を除いた状
態で示す斜視図である。
【図４６】実施の形態３における表示装置と遊技盤との配置関係を可動規制部を除いた状
態で図４５とは異なるアングルで示す斜視図である。
【図４７】実施の形態３における表示装置と遊技盤との配置関係を可動規制部を含めて示
す斜視図である。
【符号の説明】
【０２４０】
１　遊技機
２　本体部
２ａ　木枠
３　ガラス扉
４　上皿部
５　下皿部
６　カバー
７　ハンドル
１０　遊技盤
２０　液晶表示装置
２０ａ　表示領域
２１　カバーケース
２２，２３，２４，２５　固定部
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３０　開閉扉
４１　払出制御回路
４２　発射制御回路
４３　カードユニット
５０　主制御回路
５１　メインＣＰＵ
６０　演出制御回路
６１　サブＣＰＵ
６２　プログラムＲＯＭ
６５　画像制御回路
７０　制御系ケース
７１　制御系ユニット
７２　外側ケース
１１０，１２０，１３０，１４０　取付部
１１１，１２１，１３１，１４１　ピン部
１１７　係合部
１１８　圧接部
２００　本体
２１０，２２０，２３０，２４０　取付係合部（係止部）
３００　ベース部
３１０　案内溝
３１１　凹部
３２０　前方向規制部
３３０　軸部
３４０　部位
３４１　下側部位（突出部、遊技盤固定部材）
４００　可動規制部（上方向規制部）
４１０　支持部
４２０　ストッパ部
４２１　切り欠き部
４３１，４３２，４３３　凹部
４３４　凸部
４６０　突出部
５００　凹部
５１３，５１４　下方向規制部
５１５，５１６　左右方向規制部
５１７，５１８　下端支持段部（支持部）
５２０　凹部
５２１　孔
５３１，５３２　上方向移動規制段部
５４１，５４２，５４３，５４４　ボス
７１０　主制御基板ユニット
７２０　演出制御基板ユニット
７２１　演出制御基板（表示制御基板）
７２２　基板上部ケース
７２３　基板下部ケース
７２４　ＲＯＭカートリッジ（記憶装置）
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